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1 計画の趣旨

2 これまでの職員数の推移

○職員数の推移 （単位：人） （各年度４月１日現在）

66 63 63 66 66 66

18 20 18 18 18 19

78 82 85 82 79 78

162 165 166 166 163 163

　＊部門について　
・・ (2)特別行政及び(3)公営企業以外の部門
・・ 教育委員会事務局、給食センター、幼稚園等
・・

【本計画には特記しない限り、町長、副町長及び教育長を職員数に含まない。】

　本町は、これまで「定員適正化計画」を策定し、積極的に定員管理を推進して
おり、平成の大合併」という地方行政の大改革が進行する中、『単独』町政を存
続し、行政改革大綱、集中改革プラン等に基づく行政改革を推進し、財政の健全
化に努め、平成１７年度から平成２２年度までの５年間で、目標を上回る１０．
０％、１８人の職員を削減することができました。
　しかしながら、長引く景気の低迷や少子高齢化による人口減少、地方分権改革
の進展など、本町の取り巻く環境は厳しく、今後も大きく変化していくことが予
想されます。このような状況の中でも安心して暮らせる社会を実現するために、
職員には更なる意識改革と能力向上が引き続き求められているところでありま
す。
　定員管理においては、平成22年策定の定員適正化計画（平成22年度～平成26年
度）や平成22年４月に策定した第５次行政改革大綱及び集中改革プランにより、
計画的な定員管理を行い、効率的な行政運営の体制整備に努めてきたところです
が、今後も続くと予想される厳しい財政状況の中、さらなる住民福祉の向上を目
指し、高度・多様化する住民ニーズに対応し、また、防災体制の強化や年金支給
開始年齢の引き上げに伴う「雇用と年金の接続」を図るために、職員の再任用制
度を導入することなどど踏まえ、これまでの定員管理の実績、定員適正化計画を
検証し、今後の行政需要の動向等を勘案した上で、平成27年度から平成31年度の
５年間を計画期間とする新たな定員適正化計画を策定します。

　本町における過去５年間の職員数の推移は、次の表のとおりです。
　地方公共団体の定員管理にあたっては、平成22年４月1日から平成27年４月１日
までの５年間を計画期間と定め、部門別に数値目標を立てて定員管理を進め、職
員数全体では４人の増員（＋2.5％）を目標としておりました。この取組結果は下
図のとおり平成27年４月１日現在で163人（平成22年対比＋0.6％）となりました
が、前述のとおり、本町を取り巻く環境が大きく変わる中で、一般行政部門と公
営企業等部門の職員が必要となりました。

年 度 
22 23 24 25 26 27

教 育 行 政 部 門 1 5.6%

公営企業等部門 0 0.0%

 部 門 職員減員数 職員減員率

一 般 行 政 部 門 0 0.0%

５年前との比較
Ｈ２７－Ｈ２２

合　　計 1 0.6%

(1)一般行政部門
(2)教育行政部門　
(3)公営企業部門 病院、介護老人保健施設、簡易水道事業、下水道事業、

国保事業、介護保険事業の部門
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3 職員数の現状

　（１）年齢別職員数

○年齢別職員数　※５歳間隔 （平成２７年４月１日現在）

20歳 20歳 25歳 30歳 35歳 40歳 45歳 50歳 55歳 60歳
～～～～～～～～

未満 24歳 29歳 34歳 39歳 44歳 49歳 54歳 59歳 以上

1 10 14 17 33 16 16 28 26 2

0.6 6.1 8.6 10.4 20.2 9.8 9.8 17.2 16.0 1.2

　（２）今金町職員定数条例との関係（単位：人) （平成２７年４月１日現在）

＊教育委員会の事務部局に教育長を含む。

　
　本町の年齢別職員数は、下の図のように全職員数163人のうち、20歳代が14.7％
(24人)と著しく低く、30歳後半20.2％(33人)が一番多く、50歳前半17.2％(28
人)、50歳後半16.0％(26人)と偏った構成となっています。
　この結果、１０年間で職員数全体の１／３の大量退職者を迎え、２０年後にも
全体の２割と偏った人数の退職者を迎えることを意味しています。

年　齢 合計

構成比(％) 100.0

職員数(人) 163

区　　　分 条例定数 実配置職員 差引

町長の事務部局 79 64 △ 15

農業委員会の事務部局 4 2 △ 2

教育委員会の事務部局 10 9 △ 1

議会の事務部局 3 2 △ 1

選挙管理委員会の事務部局 2 2 0

国保病院の事務部局 46 39 △ 7

介護老人保健施設の事務部局 37 25 △ 12

教育委員会所属に属する学校その他の教育機関 13 4 △ 9

合　　　計 194 147 △ 47

0 10 20 30 40

20歳未満
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60歳以上

20歳未満
0.6%

20～24歳
6.1%

25～29歳
8.6%

30～34歳
10.4%

35～39歳
20.2%40～

44歳
9.8%45～49歳

9.8%

50～54歳
17.2%

55～59歳
16.0%

60歳以上
1.2%
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4 職員数の比較

　（１）類似団体との比較

○類似団体との比較による普通会計の各部門別職員数について（単位：人）

　【類型Ⅱ－０】（全国１１８団体　道内４０団体）

(平成２６年４月１日現在)

一
般
行
政
部
門

議　　会 2 2 0

　
　類似団体別職員数の状況（総務省調べ）は、全市区町村（指定都市を除く。）
を人口と産業構造を基準にいくつかのグループに分け、そのグループごとに普通
会計部門の職員数の人口１万人あたりの数値を指標としたものです。
　この指標を基に本町の類似団体（類型Ⅱ－０）は、平成２６年４月１日現在全
国で１１０団体、全道で４０団体あり、普通会計全体の職員数で比較すると、単
純値では２人不足、修正値では１１人不足している状況となっています。

行
政
部
門

大部門 職員数

類似団体との比較

単純値による比較

2 0

総　　務 19 21 △ 2 23 △ 4

修正値による比較

単純値 超過数 修正値 超過数

民　　生 17 17 0 23 △ 6

税　　務 4 5 △ 1 5 △ 1

労　　働 0 0 0 1 △ 1

衛　　生 4 8 △ 4 5 △ 1

①小計 66 71 △ 5 79 △ 13

土　　木 6 6 0 8

商　　工 1 2 △ 1 1 0

農林水産 13 10 3 11 2

△ 2

①＋②普通会計合計 84 86 △ 2 95 △ 11

2

消　　防 0 3 △ 3 0 0
特別
行政
部門

教　　育 18 12 6 16

②小計 18 15 3 16

　＊単純値とは、大部門以下の中部門に職員が配置しているいないに関わらず、各類型の単純
　　な平均値を算出したものです。

　＊修正値とは、大部門以下の中・小部門に職員を配置している団体のみを対象として平均値
　　を算出したものです。

2
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　（２）人口１万人あたり職員数の比較

○檜山管内及び近隣町の状況 （単位：人）

1 島 牧 村 後志 60
2 奥 尻 町 檜山 88
3 黒松内町 後志 62
4 せたな町 檜山 157
5 長万部町 渡島 102
6 上ノ国町 檜山 84
7 乙 部 町 檜山 62
8 厚沢部町 檜山 64
9 今 金 町 檜山 85
10 八 雲 町 渡島 228
11 江 差 町 檜山 92

○道内の類似団体（Ⅱ - ０）の状況　（道内４０団体） （単位：人）

1 139
2 165
3 130
4 158
5 122
6 134
7 108
8 116
9 112
10 100
11 106
12 103
13 116
14 87
15 102
16 94
17 82
18 85
19 92
20 76
21 71
22 93
23 75

＊道内の類似団体(40団体)のうち人口7,000人以下の類似団体を抽出し記載しています。

＊人口１万人あたり職員数の降順です。

＊町村の類型区分は下表のとおりです。

～
～
～
～
～

Ⅰ - ０ 1,674 358.42
Ⅰ - ２ 2,963 297.00

団 体 名 類型
住基人口
(H26.1.1)

普通会計職員数
(H26.4.1)

１万人あたり職員数
(普通会計)

Ⅱ - ２ 6,041 168.85
Ⅱ - １ 5,593 150.19

Ⅰ - ２ 3,136 197.70
Ⅱ - ０ 9,017 174.12

Ⅱ - ０ 5,802 146.50
Ⅳ - ０ 18,137 125.71

Ⅰ - １ 4,186 148.11
Ⅰ - ０ 4,352 147.06

浦 幌 町 十勝管内 5,337 260.45
浜 中 町 釧路管内 6,366 259.19

Ⅱ - ２ 8,579 107.24

団 体 名 管内名
住基人口
(H26.1.1)

普通会計職員数
(H26.4.1)

１万人あたり職員数
(普通会計)

増 毛 町 留萌管内 5,003 243.85
鹿 追 町 十勝管内 5,654 237.00

えりも町 日高管内 5,234 248.38
士 幌 町 十勝管内 6,444 245.19

標 津 町 根室管内 5,558 201.51
津 別 町 網走管内 5,369 186.25

蘭 越 町 後志管内 5,133 210.40
平 取 町 日高管内 5,520 210.14

新得町 十勝管内 6,560 176.83
上士幌町 十勝管内 5,046 172.41

新 冠 町 日高管内 5,776 183.52
羅 臼 町 根室管内 5,787 177.99

訓子府町 網走管内 5,410 151.57
今 金 町 檜山管内 5,802 146.50

大 樹 町 十勝管内 5,916 172.41
佐呂間町 網走管内 5,744 163.65

小清水町 網走管内 5,279 134.50
新十津川町 空知管内 6,967 133.49

共 和 町 後志管内 6,399 143.77
中富良野町 上川管内 5,401 140.71

由 仁 町 空知管内 5,704 131.49

産業構造　 Ⅱ次、Ⅲ次８０％以上 Ⅱ次、Ⅲ次
８０％未満　人　口 Ⅲ次５５％以上 Ⅲ次５５％未満

5,000 Ⅰ－２ Ⅰ－１ Ⅰ－０
5,000 10,000 Ⅱ－２ Ⅱ－１ Ⅱ－０
10,000 15,000 Ⅲ－２ Ⅲ－１ Ⅲ－０
15,000 20,000 Ⅳ－２ Ⅳ－１ Ⅳ－０
20,000 Ⅴ－２ Ⅴ－１ Ⅴ－０
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　（３）現状における課題

5 今後の定員適正化計画の取り組み

　（１）計画期間と目標

　①　計画期間及び目標値

　●計画期間　　平成２７年度～３１年度

　●目 標 値　　平成２７年４月１日職員数　１６３人から

　（中間目標）　平成２９年４月１日職員数　１６６人へ

　（最終目標）　平成３１年４月１日職員数　１６８人へ

　●増 減 数　　５人増

　②　計画の実現に向けたローリング計画について

　（２）年度別職員数の計画（見込み）

○年度別計画数 （単位：人）

区分
年度 合計

△ 25 

30 

5 

　
　定員適正化計画を実現するには、毎年の採用及び退職者の状況、権限移譲
等による事務量の増加といった公務環境の変化が大きな要因となり、行政需
要と事務量等に十分留意し、バランスのとれた各年の適正な事務事業の執行
体制を確立することが重要であることから、状況に応じて見直しを行うロー
リング計画を策定し、計画を確実に実行するための管理及び運用を行いま
す。

27 28 29 30 31

　
　これまで、本町の職員数は定員適正化計画を上回るペースで減員が進んでいる
ことに加え、国や道からの事務・権限の移譲、住民ニーズの高度・多様化、さら
には防災体制の強化など、職員１人あたりに係る事務量は年々、増加傾向にあり
ます。
　全国的に高齢化率が高まる中、本町においても同様に高齢化が進行しており、
今後は介護予防や要介護者への支援対策の強化や障がい者や経済情勢による生活
困窮者への支援体制が必要と考えられます。
　また、新規採用職員が予定を下回る年結果が続き、職員数の年齢構成上の問題
等にもつながることから、新規採用職員の確保が求められています。

採 用 職 員 8 9 7 6 

退 職 職 員 △ 9 △ 5 △ 6 △ 5 

増 減 △ 1 4 1 1 

＊区分欄のうち、退職職員の欄は当該年度の前年度中の退職者数、職員採用の欄は
前年度から当該年度４月１日までの採用者数（前年度４月１日採用者を除く）、職
員数は各年度４月１日現在の職員数です。

職 員 数 163 162 166 167 168 
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　（３）具体的な部門別・年度別の計画（見込み）

○具体的な計画数（部門別・年度別） （単位：人）

△ 2 0 △ 2 △ 3
4 4 2 2

66 68 72 72 71
△ 2 △ 2 △ 3 0

2 0 1 1
19 19 17 15 16

△ 4 △ 2 △ 5 △ 3
6 4 3 3

85 87 89 87 87
0 0 0 0
0 0 0 0

3 3 3 3 3
0 0 0 0
0 0 0 0

4 4 4 4 4
0 0 0 0
1 0 0 0

4 5 5 5 5
△ 5 △ 2 0 △ 2

0 4 3 3
39 34 36 39 40

0 △ 1 △ 1 0
1 1 1 0

28 29 29 29 29
△ 5 △ 3 △ 1 △ 2

2 5 4 3
78 75 77 80 81

△ 9 △ 5 △ 6 △ 5
8 9 7 6

163 162 166 167 168

　
　平成２７年４月１日現在１６３人の職員から、将来的に向けた安定的な組織運
営を図っていくため、職員の採用数を平準化し、新卒・中途採用の実施によって
職員の年齢構成の平準化に努め、社会情勢や行政需要の急速な変化による事務量
の増加等に対応し、円滑な行政運営の実現を確保するため適正な定員管理を行う
ものとする。

【定員管理計画の考え方】
①法令及び施設設置基準等における必置職員及び有資格職員は、充足するよう採
　用する。
②準職員は、原則退職不補充とした上で、必要に応じ臨時職員等の採用又は業務
　委託等で対応する。
③行政需要と事務量のバランスのとれた各年の適正な事務事業の執行体制を確立
　するため、毎年の採用及び退職者の状況に応じて見直しを行うローリング計画
　を策定し、計画を確実に実行するための管理及び運用を行う。
④年度別の部門毎の計画については、次の表のとおり。

区　分 27 28 29 30 31

一般行政部門
退職職員 △ 7
採用職員 12

合計

職 員 数 5

教育行政部門
退職職員 △ 7
採用職員 4

国 保 事 業
退職職員 0

職 員 数 △ 3

①普通会計
退職職員 △ 14
採用職員

採用職員 0
職 員 数 0

16
職 員 数 2

介 護 保 険
退職職員 0
採用職員 1
職 員 数

水道・下水道
退職職員 0
採用職員 0
職 員 数 0

1

病　　　 院
退職職員 △ 9
採用職員 10
職 員 数 1

老 健 施 設
退職職員 △ 2
採用職員 3

合計　①＋②
退職職員 △ 25

職 員 数 1

②公営企業等会計
退職職員 △ 11
採用職員

採用職員 30
職 員 数 5

14
職 員 数 3

＊区分欄のうち、退職職員の欄は当該年度の前年度中の退職者数、職員採用の欄は
前年度から当該年度４月１日までの採用者数（前年度４月１日採用者を除く）、職
員数は各年度４月１日現在の職員数です。

部 門
年 度
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　（４）具体的な手法

　　①事務事業の見直しと適正人員の配置

　　②組織機構の改革による簡素化・責任体制の明確化

　　④外部委託（アウトソーシング）及び町民との協働の推進

　　⑤再任用制度・任期付職員採用制度など多様な採用形態の活用

　　⑥嘱託職員・臨時職員等の業務の検討

　　⑨人材の育成と適材適所の人事配置

　　⑧組織マネジメントの強化による業務執行の効率化

　　⑨職員健康管理体制の充実

　人材育成基本計画や職員の研修に関する基本的な方針などに基づき、職員研修
を活用して職員の資質向上と、専門性を活かした職員配置の推進により、職員の
モチベーション向上を行うことで、組織の業務能力向上を図ります。

　目標管理の手法を導入することにより、組織目標の明確化と共有、コミュニ
ケーションの活発化、情報の共有化を進め、ＰＤＣＡサイクルによる効率的な業
務執行の推進と組織マネジメント力の強化を図ります。

　多様化する行政ニーズ対応などに伴い、職員の担う業務は高度化・専門化して
いく一方で、これまで職員数は抑制基調で推移してきたこともあり、心身に不調
をきたす職員は増加傾向にあるため、ストレスチェックを活用し職員のメンタル
ヘルス等の健康管理の充実を図ります。

　当初の目的を達成した事業、新たな行政課題や住民ニーズに即した事業、また
費用対効果の観点から継続が適当でない事業等については、事務事業評価の結果
をふまえて、事業の終了または見直しを行い、それに伴う人員の適正配置に努め
ます。

　本町を取り巻く環境の変化に機敏に対応し、高度化・多様化する住民ニーズに
即応していくため、機動的で柔軟な行政運営ができる簡素で効率的な行政組織の
体制を追求し、組織機構を構築します。

　公共サービスの担い手は、行政だけではないとの観点から、町の実施している
事業を点検し、民間に任せた方が経費の節減を図ることができるもの、町民サー
ビスの水準の維持向上を図りつつ、実務を担う一般職の職員数を確保して業務を
確実に実施する体制を構築するとともに、民間活力の活用を検討していきます。
　また、「地域でできることは地域に任せる」の考え方から、行政運営のパート
ナーとして、町民が主体的な立場でまちづくりを推進することができるシステム
をはじめ、事業への町民参画や協働にて取り組むよう努めていきます。

　再任用職員や任期付職員を活用することにより、専門性の高い知識や豊富な経
験を有する職員を採用し、期間が限定された事務にも柔軟に対応できる効率的な
行政組織を目指します。

　事務事業の業務分析を行い、定型的な業務、補助業務、一時的な業務等につい
ては、役割分担を明確化し、嘱託職員、臨時職員等の活用により、柔軟で効率的
な人員配置を進めます。

－7－


